
 
 

   

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

高松商工会議所（法人番号 7470005001064 ） 

高松市（地方自治体コード 372013） 

実施期間 令和７年４月１日 ～ 令和１２年３月３１日 

目  標 

経営発達支援事業の目標 

（１）小規模事業者の自立経営と競争力の向上 

（２）伴走支援による地域内外に向けた販路拡大 

（３）ＤＸ/ＩＴ活用を通じた競争力強化 

事業内容 

経営発達支援事業の内容 

３．地域の経済動向調査に関すること 

地域の経済動向分析・RESAS を活用した経済動向調査の公表 

 

４．需要動向調査に関すること 

商談会等を通じた市場ニーズの把握と事業計画への反映 

 

５．経営状況の分析に関すること 

傾聴と対話により本質的な課題の把握・解決につながる分析 

 

６．事業計画の策定支援に関すること 

経営者が自ら主体的に計画を考え実行するための支援 

 

７．事業計画策定後の実施支援に関すること 

事業計画の進捗把握と新たな課題発見による持続的自立支援 

 

８．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

伴走支援による事業者の販路拡大 

連 絡 先 

高松商工会議所 事業推進部 経営支援１課 

〒760-8515 香川県高松市番町二丁目２番２号 

TEL：087-825-3505 FAX：087-825-3525 

E-mail：sien@takacci.or.jp 

 

高松市 創造都市推進局 産業経済部 産業振興課 

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目８番１５号 

TEL：087-839-2411 FAX：087-839-2440 

E-mail：shoukou@city.takamatsu.lg.jp 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

１．地域の現状及び課題 

（１）現状 

①高松市の概要 

高松市は、多島美を誇る波静かな瀬戸内海に面し、これまで人々の暮らしや経済・文化など様々

な面において、瀬戸内海との深いかかわりの中で、県都として、また四国の中枢管理都市として発

展を続けてきた、海に開かれた都市である。気候は、年間を通して寒暖の差が小さく降水量の少な

いのが特色。 

「高松」は鎌倉時代に開け始め、天正 16 年（1588 年）豊臣秀吉の家臣生駒親正が玉藻浦に居城を

築き高松城と名付けたことに由来し、生駒 4代 54年、松平 11 代 220 年を通じて城下町として栄え

た。明治維新の廃藩置県後、香川県の県庁所在地となり、明治 23 年 2 月 15 日に市制をしき、全国

40 番目の市としてスタートした。これまでに大正、昭和、平成を通じ、8回にわたる合併で、北は

瀬戸内海から南は徳島県境に至る、海・山・川など恵まれた自然を有する広範な市域の中に、にぎ

わいのある都心やのどかな田園など、都市機能・水・緑が程よく調和し、豊かな生活空間を有する

都市となっている。 

恵まれた風土と地理的優位性を生かし、四国の中枢管理都市として発展してきたが、特に昭和 63

年の瀬戸大橋開通や平成元年の新高松空港開港、平成 4年の四国横断自動車道の高松への延伸など

により高松市を取り巻く環境が大きく変化する中、平成 11年 4月に中核市へ移行した。 

現在は人が集い、未来に躍動する町として、暮らす人・訪れる人それぞれが、ウェルビーイング

な心地よさを感じ、国内だけではなく国外からも認知をされ、注目される世界都市・高松となるよ

う、「人がつどい 未来に躍動する 世界都市・高松」を目指して、まちづくりを進めている。 

 

【高松市の地図】 

 出典：公益財団法人香川県環境保全公社 
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②高松市の人口 

高松市の総人口は、2015 年の 42 万人をピークに、翌年からは減少傾向にある。2045 年の推計で

は約 37 万人まで減少する試算となっている。年齢別の推移を見ると、65歳以上の老年人口が増加

傾向にある一方で、15歳～64歳の生産年齢人口と 14 歳以下の年少人口は減少傾向にあり、今後は

より一層の少子高齢化が進むことが予想されている。 

【高松市の人口推移】 

 
出典：ＲＥＳＡＳ地域経済分析システム 

 

③高松市の産業 

高松市の事業所数の推移をみると、2021 年は 21,430 事業所となっており、９年前の 2009 年と

比較すると 10.3%の減少となっている。 
【高松市の事業所数の推移】 

 
出典：ＲＥＳＡＳ地域経済分析システム 
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高松市の産業の構成割合をみると、3次産業の割合が 80.9％であり全国の 58.9％と比べて高くな

っている。一方、2次産業の割合は 18.2％で、全国の 39.9％と比べて低い。 

【高松市産業の構成割合（2018 年）】

 
出典：ＲＥＳＡＳ地域経済分析システム 

 

＊1 次産業･･･農業、林業、漁業など 
＊2 次産業･･･製造業、建設業、工業など 
＊3 次産業･･･商業、金融業、医療・福祉・教育などのサービス業や、外食産業・情報通信産業など 

 
業種ごとの企業数を見ると、もっとも多いのは「卸売業、小売業」で、全体の 19.5％を占めてい

る。「宿泊業、飲食サービス業」が 12.1％、「不動産業、物品賃貸業」が 11.0％と続いている。 
 

【高松市の業種毎の企業数（2021 年）】 

 
出典：ＲＥＳＡＳ地域経済分析システム 



４ 
 

高松市の小規模事業者数の推移を見ると、全体では減少傾向であることがわかる。特に製造業、

宿泊・飲食サービス業の減少が大きい。一方で電気・ガス・熱供給・水道業含む５つの区分では増

加する結果となっている。 

【高松市の業種別小規模事業所数推移】 

 
出典：e-stat 経済センサス活動状況 

 

（２）課題 

高松市の人口、事業所数は上記の通り減少傾向にある。人口減少と少子高齢化の進行は、社会経

済活動の担い手の減少や社会保障費の増大など、様々な課題をもたらすことが懸念される。事業者

を業種別に見ると、「卸売業、小売業」、「宿泊業、飲食サービス業」等のサービス業が高松市には多

く存在している。さらに小規模事業者数を業種別で見ると地域の高齢化に伴い「医療福祉」が増加

しているものの、小規模事業者数全体では減少している。 

これら地域の特性を踏まえ地域経済の活性化、雇用の維持・拡大を図るためには、新分野への進

出や企業の成長の促進、創業に対する支援を実施する必要がある。また、ＩＴやデジタル技術の活

用、ＤＸ/ＩＴ推進に向けた意識向上と変革を行い、事業継続のために事業者自らが競争力を高めて

いく必要がある。 

 

そのための課題は下記の通りである。 

 

・経営判断の指標となる地域経済動向の正確な把握 

・地域外へ販路を拡大するための需要動向の把握 

・本質的な課題を把握するための経営状況の分析 

・強みを活かして機会を捉えるために必要となる事業計画の策定 

・伴走支援による新たな需要の開拓 

・経営指導を行う職員の継続的な資質向上 

 

 これらの課題に対して、高松商工会議所は伴走支援を強化し、事業者が持続可能な成長を遂げる

ため販路拡大のためのマーケティング支援、事業計画の策定支援など、傾聴と対話を通じ、個々の

ニーズに応じた具体的な支援策を提供し、事業者が自走することを目指す。 
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（３）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

①10年程度の期間を見据えて 

人口減少、少子高齢化に伴う生産年齢の人口の減少、それに伴う後継者問題、また近年は新型コ

ロナウイルス感染症の影響や物価高等により外部環境は大きく変化してきたところである。今後も

外部環境や技術革新は早いスピードで変化することが予想される。そのような環境下において自己

変革力の乏しい小規模事業者は今後の事業存続が危ぶまれる環境である。 

 高松市の 10年後の人口は現在約 41 万人に対して 40万人を下回ると推測され、さらなる市場縮小

と競争の激化が予想される。こうした状況に対処するために「事業の持続的な発展」「主体的に計画

を策定し実行すること」を目指す小規模事業者に対して、10 年後を見据えた実行可能な事業計画の

策定とフォローアップを行うことが重要であると考える。そのためには前項で記載の課題に加え、

最新の情報や支援策を活用するために公的機関との連携や、後継者問題に対応するための事業承継

支援等の取組を行い、小規模事業者の持続的な成長、地域経済の活性化を図っていくことが求めら

れると考える。 

 

②高松市総合計画との連動性・整合性 

第７次高松市総合計画（令和６年～令和１３年）は高松市が目指すべき都市像「人がつどい未来

に躍動する世界都市・高松」の理念に基づき作成され市政運営の根幹をなす計画である。まちづく

りの目標として以下のように６つが示されている。 

 

 
出典：第７次高松市総合計画概要版 

 

「３、魅力ある資源をいかし、都市の活力を創造するまち」の目標において、「商工業の振興につ

いて地域経済の根幹である中小企行の経営基盤の強化を支援する必要があり、人と活力であふれる

産業の振興について活性化に努める。」とされており、当所が目指す小規模事業者支援の在り方と連

動性・整合性を有するものである。 
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③商工会議所としての役割 

当商工会議所は 1880 年の設立以来、地域の事業者並びに地域経済の発展に努めてきた。地域の皆

様の期待に応えるために令和 5年度には高松商工会議所のパーパス並びに職員行動指針を策定し

た。この外部環境が目まぐるしく変化する中において「小規模事業者の事業継続・自己変革」への

チャレンジを支援するとともに、職員一人一人が自己研鑽に努めることで支援能力の向上を図り、

企業の成長につながる支援を行うことが私たち商工会議所に求められる役割と位置付けている。 

 

 
出典：高松商工会議所ホームページ 

 

（４）経営発達支援事業の目標 

今後も高松市が四国の中枢都市として継続して発展していく為には小規模事業者の長期的な振興

が重要である。またその為の課題を小規模事業者が自ら解決していくための支援が求められてい

る。当所ではその為に小規模事業者の伴走支援を行うことで高松市の裨益にも貢献するべく、本計

画での目標を以下の①～③の通り設定する。 

 

【目標１】小規模事業者の自立経営と競争力の向上 

 

【目標２】伴走支援による地域内外に向けた販路拡大 

 

【目標３】ＤＸ/ＩＴ活用を通じた競争力強化 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

２．経営発達支援事業の実施期間、目標の達成方針 

（１）経営発達支援事業の実施期間 

令和７年４月１日～令和１２年３月３１日 

 

（２）目標の達成に向けた方針 

【目標１】小規模事業者の自立経営と競争力の向上 

経営者にとって必要な地域の経済動向に関する調査を実施し、それを広く公表することで、事業の

継続に必要な情報を提供する。また傾聴と対話を通じて経営者と信頼関係を構築し、財務データ等か

ら見える表面的な経営課題だけではなく本質的な課題の把握と事業計画の策定支援を通じ、小規模

事業者の自立経営と競争力の向上に寄与する。 

 

【目標２】伴走支援による地域内外に向けた販路拡大 

 人口減少による国内需要の縮小と消費者の高齢化に伴う消費量の縮小というダブルの縮小が起き

る中、地域外の需要を取り込み販路の拡大を図ることが重要である。しかし経営資源の乏しい多くの

小規模事業者は地域外の需要を取り込むための取組を自らの力のみで行うことが難しい状況にある。

個々の事業者に応じた「伴走支援」により地域内外の販路拡大につなげ、将来的には自走できるため

の支援を実施する。 

 

【目標３】ＤＸ/ＩＴ活用を通じた競争力強化 

 経営資源が限られている小規模事業者にとって、ＤＸ/ＩＴの導入による生産性向上は必要不可欠

である。多くの小規模事業者は導入資金の確保、経営者自身や従業員のＩＴリテラシーなどの問題

で、ＤＸ/ＩＴの推進が進んでいないのが現状である。事業者が自らＤＸ/ＩＴ推進の必要性を理解す

るための支援と、導入に向けた支援を行うことで競争力の強化を図る。 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

３．地域の経済動向調査に関すること 

 （１）現状と課題 

【現状】 

 四半期毎に約 140 社を対象に「業種別業界景気動向調査」を実施している。調査項目は業況、売

上、設備投資の状況等を前年比、前回調査時点との比較、近い未来の予想について回答していただい

ている。また調査のタイミングで動向把握が必要と思われる内容について調査項目を追加している。

調査結果については当所ホームページで公開している。さらに、管内地域の経済動向についても情報

提供するため、地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ）を活用し経済動向分析を行い、年１回公表して

いる。 

【課題】 

 定期的な調査を実施し調査結果の公表を行っているが、小規模事業者や支援者自身が事業計画策

定時に十分な反映ができていない。 
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（２）目標 

項目 公表方法 
令和７年

度 

令和８

年度 

令和９

年度 

令和 10

年度 

令和 11

年度 

①地域の経済動向分析

公表回数（回） 
ＨＰ掲載 ４ ４ ４ ４ ４ 

②RESAS を活用した経済

動向調査公表回数（回） 
ＨＰ掲載 １ １ １ １ １ 

 

（３）事業内容 

①地域の経済動向分析 

 管内事業者の業況等について実態把握するために四半期毎に「業種別景気動向調査」を実施し、分

析して年４回公表する。 

 

【調査手法】メールでＵＲＬを送信し Google フォームで回答いただく 

【調査対象】管内小規模事業者約 140 社（製造業、建設業、卸売業、小売業、サービス業、その他） 

【調査項目】景気、業況、売上、資金繰り、採算、仕入単価、雇用 

その他情報の収集が必要と考えられる項目について調査を行い前年、前期（直前３か 

月）、未来（将来３か月）との比較や集計結果を公表する。 

 

②RESAS を活用した経済動向分析 

  当地域での効率的な経済活性化を目指す為 RESAS を活用した地域の経済動向分析を行い年１回

公表する。 

 

【調査手法】RESAS 等を活用し地域の経済動向分析を行う。 

【調査項目】    人口 ― 人口動態を把握することで市場規模の変化を分析 

          産業 ― 地域産業の全体的な傾向を分析 

          雇用 ― 有効求人倍率などを地域・産業間で比較し雇用の特徴を分析 

 

（４）調査結果の活用 

 事業者自身が事業計画を検討する際に活用できるように継続して公表をするとともに、支援者は

地域の動向調査結果を反映し効果的な事業計画策定を支援する。 

 

４．需要動向調査に関すること 

（１）現状と課題 

【現状】 

当所主催商談会として平成 30 年度より「ＧＲＯＷＵＰプログラム」を実施してきた。そこで首都

圏から招いたバイヤーや、商談会に出展した際には来場したバイヤーからアンケートやヒアリング

等により小規模事業者の商品、サービスの改善点等について調査を行っていた。また、一般消費者向

けには丸亀街商店街において「チャレンジショップ」を実施し、商品、サービスに対する調査を行い、

小規模事業者に結果を還元してきた。 
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【課題】 

小規模事業者に対し商品、サービスに対する調査結果を共有してきたが、調査結果を踏まえた商品

の改良や、ターゲットの設定など調査の効果が反映されたかが不透明である。調査結果による分析の

内容等を踏まえ、事業者自らが「マーケットイン」の視点で商品、サービスの改良・改善に取り組み、

販路開拓に活かしていくことが課題である。 

 

（２）目標 

項目 
令和７

年度 

令和８

年度 

令和９

年度 

令和 10

年度 

令和 11

年度 

商談会におけるニーズ調査対象事業者数（者） 15 15 15 15 15 

 

（３）事業内容 

【商談会におけるニーズ調査の実施】 

当所主催の個別商談会や他団体が主催する食品商談会等において、参加バイヤーや一般消費者が

求めている商品、売れる商品、改良が必要な点についてニーズ調査を行う。  

本計画では、調査結果を分析し事業者にフィードバックすることで、新商品や売れる商品開発、販

路拡大につなげる。フィードバックや分析の際には経営指導員等のほか、必要な専門家の同席を行

う。また、調査結果はデータベース化をし、経営指導員等間での共有を目指す。 

 

【調査対象者】商談会に出展した事業者 １５社程度 

【調査回数】年２回程度 

【調査項目①】食品の例 

Ⅰ．商品の見た目、味、価格設定、内容量、パッケージデザイン、商品デザイン 

Ⅱ．市場トレンドとの整合性、消費者への売りやすさ・バイヤーとしての仕入のしやすさ、購入動機 

【調査項目②】雑貨の例 

Ⅰ．バイヤーの業態 

Ⅱ．商品の見た目、使いやすさ、価格設定、内容量、商品デザイン 

Ⅲ．市場トレンドとの整合性、消費者への売りやすさ・バイヤーとしての仕入のしやすさ、購入動機 

【調査方法】各商談会に参加し、来場バイヤーにアンケート調査を行う。 

【調査回答数】５件程度／社 

【調査結果活用法】調査結果については、集計分析のうえ出展者へフィードバックし、「マーケット

イン」の視点で経営指導員や専門家がフォローアップをしながら商品開発や事業計画策定に活用し、

今後の販路開拓支援に繋げる。 

 

５．経営状況の分析に関すること 

（１）現状と課題 

【現状】 

 巡回や窓口での対応を通じ、補助金申請等の経営相談、資金繰り等の金融相談、創業相談について

小規模事業者の経営状況の分析に努めてきた。 
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【課題】 

 経営状況の分析は実施しているものの、これまでの対応は財務情報から見える課題や、各種事業計

画書の作成において事業者自身が認識している課題に焦点を当てたものにとどまっている。今後は、

傾聴と対話を通じて、表面的な課題にとどまらず「本質的な課題」を的確に把握し、その解決につな

げることが課題である。 

 

（２）目標 

項目 
令和７

年度 

令和８

年度 

令和９

年度 

令和 10

年度 

令和 11

年度 

経営分析事業者数（者） 180 180 180 180 180 

 

（３）事業内容 

①実施手法 

資金繰り、補助金申請、創業計画策定等支援、当所主催のセミナー参加者に対してヒアリングや提

供資料を基に実施する。特に必要と考えられる場合は経済産業省の「ローカルベンチマーク」「経営

デザインシート」、中小機構の「経営計画つくるくん」等ソフトの活用を行う。また、特に高度な課

題を持っている事業者については専門家と連携し課題の把握・解決を図っていく。 

②分析を行う項目 

財務面の定量的な情報だけではなく、ＳＷＯＴ分析等の手法を用いることで比財務面の情報につ

いても取得し、対象事業者の事業への理解を深め、本質的な課題の把握へつなげていく。 

 

（４）分析結果の活用 

 分析結果は、当該事業者へフィードバックし、自社の強みや弱み、自身の事業の外部環境等の状況

について事業者自身に認識させる。加えて事業計画策定支援が必要な事業者は分析結果を反映させ

た計画策定支援を実施する。 

 

６．事業計画の策定支援に関すること 

（１）現状と課題 

【現状】 

 これまで創業者、補助金申請者、融資相談者を中心に計画策定支援を行ってきた。そのなかで特に

必要と考えられる事業者や、高度な支援が必要と考えられる事業者については各種専門家との連携

により支援を行ってきた。 

 

【課題】 

 事業計画の策定は補助金の採択、融資の承認が主目的ではなく、事業者が真に実行可能な計画の策

定を行い、計画を理解する。また事業者が自ら実行するための事業計画の策定支援を行うことが課題

である。 

 

（２）支援に対する考え方 

 事業者との「傾聴と対話」を通じて事業者自らが自身の強み弱み、外部環境の機会、脅威等を理解

していただく。その上で「地域の経済動向調査」「経営状況の分析」及び「需要動向調査」を踏まえ
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事業者が取り組むべき課題を自ら考え事業計画へ反映させることが必要である。 

 計画策定事業者の内、ＤＸ/ＩＴ化について取組を行いたい事業者を対象にセミナーを開催し、さ

らなる競争力の向上につなげる。 

 

（３）目標 

項目 
令和７

年度 

令和８

年度 

令和９

年度 

令和 10

年度 

令和 11

年度 

① 事業計画策定事業者数（者） 60 60 60 60 60 

② ＤＸ／ＩＴ関連セミナー開催（回） 1 1 1 1 1 

 

（４）事業内容 

①事業計画策定支援 

【支 援 対 象】経営分析を行った事業者 

【支援の手法】支援対象者が望む支援内容に応じた計画書の策定支援を行う。 

策定段階で専門的な知識が必要となる場合は専門家と連携の上実施する。 

 ・融資   公庫の融資に対応するための事業計画 

 ・創業   創業計画 

 ・補助金  各補助金の申請に必要となる事業計画 

  

② ＤＸ/ＩＴ関連セミナー開催 

ＤＸに関する意識醸成や基礎知識の習得を目的として開催する 

【支 援 対 象】経営分析を行った事業者、ＤＸ推進に前向きに取り組む事業者 

【支援の手法】ＤＸやＩＴに関するセミナーを開催する 

 （例）ＥＣサイトの活用方法 

    ＳＮＳを活用した販路開拓 

    ＣｈａｔＧＰＴの活用 

 

７．事業計画策定後の実施支援に関すること 

（１）現状と課題 

【現状】 

各種補助金採択後や事業計画策定支援後、融資相談支援対応後に窓口、巡回、電話等により実施し

ている。 

 

【課題】 

これまでフォローアップは実施しているものの、事業計画に対する全体的な進捗状況の把握が十

分とは言えず、特に補助金を活用した場合は事務的な進捗確認にとどまっているケースが多い。事業

計画終了後には、新たな経営課題が生じることが多いため、それを適切に把握し、事業者が自立して

事業を継続・発展できるよう支援するフォローアップが求められる。 

 

（２）支援に対する考え方 

表面的な状況の把握にとどまらず、計画の変更支援や新たな課題の発見も行う。また、計画に記載
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された事業の実施前後の変化を、財務・非財務の両面から確認し、計画の有効性を評価するよう努め

る。必要に応じて、新たな課題の発見や計画の見直しなどの伴走支援を実施することで、小規模事業

者へ内発的動機づけを行い、自走化に向けて潜在能力を引き出す。 

 

（３）目標 

公表方法 
令和７

年度 

令和８

年度 

令和９

年度 

令和 10

年度 

令和 11

年度 

フォローアップ対象事業者数（者） 60 60 60 60 60 

フォローアップ頻度（延回数） 180 180 180 180 180 

売上増加事業者数（者） 15 15 15 15 15 

 

（４）事業内容 

 事業計画を策定した事業者を対象として、窓口、巡回等の方法によりフォローアップを実施する。 

事業計画策定事業者に対して、１事業者当たり年間３回のフォローアップを行うこととする。ただし

事業者の計画に対する進捗が順調であると判断できる事業者に対しては訪問回数を減らす。一方、事

業計画と進捗状況とがズレている場合（計画実施が何らかの理由により遅れている、停滞している

等）は、訪問回数を増やし課題解決を支援することとし臨機応変に対応する。 

対象事業者の内 1/4 の事業者が売上増加となることを目指し、資料での確認や聞き取り等の方法

で事業計画実施後の進捗状況把握を行う。 

 

８．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

（１）現状と課題 

【現状】 

平成 30 年度より、「ＧＲＯＷＵＰプログラム」と題し、小規模事業者を対象とする当所主催によ

る商談会を開催しており、事前準備として、セミナー、説明会および個別相談会を実施、商談会開催

後には、効果検討会を行うなど、商談会と事前事後のフォローを一貫して行い、支援することで商談

手法のスキルアップや、商品開発、販路拡大に確実に繋げられるよう実施している。 

 

【課題】 

 商談会プログラムは、全体の実施期間が短く、商品のブラッシュアップを含めた商品開発から、開

発した商品の販路開拓を行なうには実施期間が十分とはいえなかった。 

また、バイヤーからの意見を商品開発に活かすためには、経営指導員等の支援ノウハウの蓄積が重

要である。首都圏の商談会へ小規模事業者の出展支援を行ってきたが、自走できる小規模事業者が少

なく、継続的に自社で商談会に出展する事業所が少なく充分なノウハウが提供できていないことも

考えられる。 

 

（２）支援に対する考え方 

経営状況の分析、事業計画策定支援を行った事業者で国内外に販路開拓を希望する小規模事業者

を対象に首都圏 や海外の販路を開拓できるような機会の提供、といった支援を行う。  
当所単独による商談会等の開催も検討できるが、県内の団体等との共催や、四国内商工会議所の連

携による商談会開催も考えられる。また、参加および出展にあたっては、小規模事業者が消費者の要
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望やニーズを踏まえて商品を開発し、消費者が望むものを市場に送り込むマーケットインの考え方

やノウハウを理解した上で販路開拓に結びつけることが求められるため経営指導員等、専門家によ

る事前の情報提供や事後のフォローアップを行い継続的な伴走支援を行う。展示商談会やイベント

等への出展のみで、一過性の対応に終わらない支援を行う。 

ＤＸに向けた取組として、データに基づく顧客管理や販売促進、ＳＮＳによる情報発信、当所が提

供するＥＣサイトの活用等、ＩＴの有効活用による営業・販路開拓に関するセミナー開催や個別相談 

対応を行う。 

 

（３）目標 

項目 
令和７

年度 

令和８

年度 

令和９

年度 

令和 10

年度 

令和 11

年度 

① 他団体主催商談会・展示会への

出展支援事業者数（者） 
10 10 10 10 10 

成約件数／1 社 ３ ３ ４ ５ ５ 

② 当所主催個別商談会の開催 20 20 20 20 20 

成約件数／1 社 ５ ５ ７ ８ 10 

③ 越境 EC サイト商品掲載支援事

業者数（者） 
20 30 50 80 100 

売上額（円）／１社 100,000   150,000 180,000 200,000 250,000 

 

 

（４）事業内容 

①他団体主催商談会・展示会への出展支援 

かがわ産業支援財団の「食品商談会」や東京で開催される「東京インターナショナル・ギフトショ

ー」、「スーパーマーケットトレードショー」など商談会等に出展に関する情報提供や、出展の際に、

事前に商談会の特性や効果的な商談方法等についてレクチャーし、出展後においても、フォローアッ

プを行う。国内での販路開拓を行い、新たな取引開始することで売上増加につなげる。資金的に難し

い事業者には小規模事業者持続化補助金等の支援も経営指導員等が行う。 

 

②当所主催個別商談会の開催 

商談会等に出展するには資金的にも、人員的にも難しい事業者を中心に、首都圏を中心とした県内

外のバイヤーを招いた小規模な商談会を開催する。県内にいながらでも首都圏を中心とした県外バ

イヤーと商談することで販路開拓だけでなく、商品に関する意見も聞くことができブラッシュアッ

プも可能となる。商談会の事前事後を含めて経営指導員等が伴走支援を行う。 

 

③越境 ECサイトを活用した海外販路開拓支援 

 海外販路を開拓したいが知識的にも、人材的にも不足している事業者を対象に、越境 EC をトータ

ルで支援する「ZenGroup 株式会社」とともに越境 EC サイトを提供する。リスク、コストともに利用

しやすくはじめやすい越境 EC サイトで支援を行う。販路開拓支援による売上増加がはかれるだけで

なく、いきなり海外取引は難しい事業者にとっても海外販路への足掛かりにもなりとなる。サイトの

見せ方の手法等においては経営指導員等も支援を行う。 
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Ⅱ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

９．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

（１）現状と課題 

【現状】 

 運営評価委員会を設置し、外部有識者４名を委員に委嘱している。年度毎の事業成果について評価

をいただき、その結果を基に次年度以降の事業の見直しを図っている。 

 

【課題】 

 小規模事業者の円滑な経営発展の為に運営評価委員会で得られた意見を基に PDCA サイクルを適切

に回し事業の改善を図っていく必要がある。また運営評価委員会の開催結果を地域の小規模事業者

等が閲覧可能な状態にするため当所ホームページで公表（年１回）する必要がある。 

 

（２）事業内容 

 公認会計士・税理士・中小企業診断士・金融機関等の外部有識者を、共同申請者である高松市、法

定経営指導員等３者以上をメンバーとして運営評価委員会を年１回開催する。本計画に記載した事

業の実施状況及び成果について評価・助言をいただき PDCA サイクルを適切に回し次年度以降の改善

を図る。 

運営評価委員会の結果は当所ホームページで公表し管内小規模事業者等が閲覧し得る環境を整備

する。 

 

１０．経営指導員の資質向上等に関すること 

（１）現状と課題 

【現状】 

ベテラン経営指導員の定年退職により長年培ったノウハウが引き継げておらず、若手や新たに入

所した経営指導員及び一般職員の能力や知識に差がある。そのため経営指導員等一人ひとりの支援

能力の底上げは急務である。 

また、施策情報、支援内容などの情報共有が充分なされていないのが現状であり、小規模事業者が

施策活用の機会を逃すことも想定され、情報共有する仕組みの再構築が必要である。 

 

【課題】 

経営指導員等の支援能力に差があり、個人の能力に依存した状況となっている。そのため、経営指

導員等の個人に帰属しがちな支援ノウハウを組織内で共有する仕組みを構築する必要がある。また、

従来の支援スタイルから「経営力再構築伴走支援」の基本姿勢の習得も充分ではないため、経営指導

員等のベースアップも必須である。 

 

（２）事業内容 

①中小企業大学校等研修会の活用 

経営指導員等の支援能力向上のために、中小企業大学校が開催する経営指導員研修や、日本商工会

議所が主催する研修会に加え、香川県下経営支援事業担当者研修会等に経営指導員等を派遣する。近

年の小規模事業者の課題は多様化しており、事業承継、国内市場縮小、物価高騰の影響などの問題が

ある。それを解決するための、新分野展開や海外販路開拓、ITによる生産性向上、後継者問題など知
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識が不足している状況にあり、相談者に対して満足できる対応ができていない状況にある。そのため 

経営指導員に加え一般職員についても受講させることにより、経営支援に対する取組姿勢を全職員

で共有する。 

 

②所内勉強会の実施 

小規模事業者への支援力向上、経営指導員等の情報共有のために、所内勉強会を開催する。 

 勉強会のテーマは支援施策や、その時に必要な経営支援に関する情報とする。 

経営指導員等が参加した研修会等の内容についても OJT として経営指導員等の前で講習を行い、

共有を図っていく。勉強会では、個人に帰属しがちな支援ノウハウを組織内で共有する場とする。 

また、当所が制定している資格取得支援制度を活用した中小企業診断士等資格取得を奨励、DX 支

援に不可欠な IT スキルの基礎知識を習得することを目的とした「IT パスポート」全職員取得を目指

す。 

 

③同行巡回による資質向上策 

経験の浅い経営指導員等については、日常の窓口相談業務及び巡回時においてベテラン経営指導

員等とチームを組んで訪問することにより、小規模事業者のニーズに対する的確な助言、指導方法、

「経営力再構築伴走支援」の手法を学ぶ。 

 

④経営指導の結果情報の共有と蓄積並びに相談マニュアルの整備による標準化 

経営相談の内容、結果、経営分析等の情報を toas、Ｂｉｚミル等の支援ツールへ入力し、担当職員

が異動、退職後も組織の財産として活用できるよう情報の蓄積並びに共有化を図る。 

また、各種経営相談を想定したマニュアルを整備し、基本的な相談については、職員全員が対応で

きるよう標準化を図る。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（令和６年１２月現在） 

１．実施体制  

 

高松商工会議所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規定する経営指

導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

（１）当該経営指導員の氏名、連絡先 

■氏 名：堀上 大介 

■連絡先：高松商工会議所経営支援１課 TEL：087-825-3505 

 

 

高松市 

創造都市推進局 

産業経済部 産業振興課 

【事業推進部】 

 

経営支援１・２課 

経営指導員９名 

（法定経営指導員１名） 

経営支援員１名 

一般職員１名 

 

産業・人材課 

経営指導員３名 

経営支援員１名 

 

企画推進課 

経営指導員２名 

経営支援員１名 

【総務会員部】 

 

総務課 

経営指導員３名 

経営支援員１名 

一般職員２名 

 

会員活動推進課 

経営指導員１名 

経営支援員１名 

一般職員３名 

 

専務理事 

常務理事 

事務局長 
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（２）法定経営指導員による情報の提供及び助言 

 経営発達支援事業の実施・実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた進捗管理、事業の評価・見

直しをする際の必要な情報の提供等を行う。 

 

（３）商工会議所、関係市町村連絡先 

①高松商工会議所 

 〒760-8515 

  香川県高松市番町二丁目２－２ 

   ＴＥＬ：087-825-3505 / ＦＡＸ：087-825-3525 

   Ｅ－ｍａｉｌ：sien@takacci.or.jp 

 

②高松市 創造都市推進局 産業経済部 産業振興課 

〒760-8571  

香川県高松市番町一丁目８－１５ 

   ＴＥＬ：087-839-2411 / ＦＡＸ：087-839-2440 

   Ｅ－ｍａｉｌ：shoukou@city.takamatsu.lg.jp 

 

（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 
令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

必要な資金の額 14,800 千円 14,800 千円 14,800 千円 14,800 千円 14,800 千円 

 

専門家派遣費 

講習会運営費 

販路開拓費 

職員資質向上 

 

800 千円 

2,000 千円 

8,000 千円 

4,000 千円 

800 千円 

2,000 千円 

8,000 千円 

4,000 千円 

800 千円 

2,000 千円 

8,000 千円 

4,000 千円 

800 千円 

2,000 千円 

8,000 千円 

4,000 千円 

800 千円 

2,000 千円 

8,000 千円 

4,000 千円 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

香川県交付金、高松市負担金、出席者負担金、国補助金 等 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

連携者なし 

連携して実施する事業の内容 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携して事業を実施する者の役割 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携体制図等 

① 

 

 

② 

 

 

③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


